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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システム内において無条件呼転送（ＣＦＵ）シナリオに従って転送される呼の着信
側のリモート・ユニットの位置情報を得る方法であって：
　ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）が、発信元移動機交換局（ＭＳＣ）からの
問い合せを受信し、前記着信側のリモート・ユニットに対するサービス提供ＭＳＣを特定
する段階；
　前記ＨＬＲが、前記問い合わせに応答して前記ＣＦＵがアクティブであるか否かを調べ
る段階；
　を備え、前記ＣＦＵがアクティブである場合、更に、
　前記ＨＬＲが、前記着信側のリモート・ユニットの位置情報についてサービス提供ビジ
タ・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）に問い合わせる段階；
　前記ＨＬＲが、前記サービス提供ＶＬＲから前記着信側のリモート・ユニットの位置情
報を受信する段階であって、該位置情報が課金のための料金エリアおよびネットワーク・
コードから成る、前記受信する段階；
　前記ＨＬＲが、前記着信側のリモート・ユニットの位置情報を前記発信元ＭＳＣに転送
する段階；
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　更に、前記着信側のリモート・ユニットの位置情報を公衆電話交換網に転送する段階よ
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り成ることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記発信元ＭＳＣからの問い合せを受信する前記段階は、ＥＩＡ／ＴＩＡのセルラ・シ
ステム・リモート・ユニット－基地局規格にしたがって、ロケーション要求呼び出し（Ｌ
ＯＣＲＥＱ）メッセージを受信する段階から成ることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記サービス提供ＶＬＲに前記着信側のリモート・ユニットの位置情報について問い合
わせる前記段階は、ＥＩＡ／ＴＩＡのセルラ・システム・リモート・ユニット－基地局規
格にしたがって、情報ディレクティブ呼び出し（ＩＮＦＯＤＩＲ）メッセージを前記サー
ビス提供ＶＬＲに送る段階から成ることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記サービス提供ＶＬＲから前記着信側のリモート・ユニットの位置情報を受信する前
記段階は、ＥＩＡ／ＴＩＡのセルラ・システム・リモート・ユニット－基地局規格にした
がって、前記ＶＬＲから、前記サービス提供ＶＬＲからの情報ディレクティブ結果返送（
infodir）メッセージを受信する段階から成ることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記着信側のリモート・ユニットの位置情報を前記発信元ＭＳＣに転送する前記段階は
、位置要求結果返送（locreq）メッセージを前記発信元ＭＳＣに転送する段階から成るこ
とを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　通信システムにおいて無条件呼転送（ＣＦＵ）シナリオに従って転送される呼の着信側
のリモート・ユニットに対して課金情報を得る方法であって、発信元移動機交換局（ＭＳ
Ｃ）からの問い合せをホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）において受信し、前記
着信側のリモート・ユニットに対するサービス提供ＭＳＣを特定する段階；
　前記ＨＬＲが、前記問い合わせに応答して前記ＣＦＵがアクティブであるか否かを調べ
る段階；　を備え、前記がアクティブである場合、更に、
　前記ＨＬＲが、サービス提供ビジタ・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）に課金情報に
ついて問い合わせを行なう段階であって、前記ＣＦＵがアクティブであることに基づいて
問い合わせを行なう段階；
　前記ＨＬＲが、前記サービス提供ＶＬＲから課金情報を受信する段階であって、該課金
情報が、課金のための料金エリアおよびネットワーク・コードから成るところの段階；お
よび
　前記ＨＬＲが、前記課金情報を前記発信元ＭＳＣに転送する段階；
を備えることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記発信元ＭＳＣからの問い合せを受信する前記段階は、ＥＩＡ／ＴＩＡのセルラ・シ
ステム・リモート・ユニット－基地局規格にしたがって、ロケーション要求呼び出し（Ｌ
ＯＣＲＥＱ）メッセージを受信する段階から成ることを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記サービス提供ＶＬＲに課金情報について問い合わせる前記段階は、ＥＩＡ／ＴＩＡ
のセルラ・システム・リモート・ユニット－基地局規格にしたがって、情報ディレクティ
ブ呼び出し（ＩＮＦＯＤＩＲ）メッセージを前記サービス提供ＶＬＲに送る段階から成る
ことを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記サービス提供ＶＬＲから課金情報を受信する前記段階は、ＥＩＡ／ＴＩＡのセルラ
・システム・リモート・ユニット－基地局規格にしたがって、前記ＶＬＲから、前記サー
ビス提供ＶＬＲからの情報ディレクティブ結果返送（infodir）メッセージを受信する段
階から成ることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記課金情報を前記発信元ＭＳＣに転送する前記段階は、位置要求結果返送（locreq）
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メッセージを前記発信元ＭＳＣに転送する段階から成ることを特徴とする請求項１０記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般的に、セルラ通信システムに関し、特に、かかるセルラ通信システム内に
おける動的加入者情報検索に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
多くの通信システムは、Electronic Industry Association/Telecommunications Industr
y Association Interim Standard 41 （ＡＮＳＩ－４１）のCellular System Remote Uni
t-Base Station Compatibility Standard（セルラ・システム・リモート・ユニット－基
地局互換性規格）に記載されているシステム・プロトコルを利用している。その内容は、
本願でも使用可能である。（EIA/TIAには、2001 Pennsylvania Ave. NW Washington DC 2
0006にて連絡を取ることができる）。現行のＡＮＳＩ－４１ネットワークでは、動的加入
者情報は、サービス提供システム（ＭＳＣ／ＶＬＲ）において、移動機のアクセス（例え
ば、登録，発信，．．．等）および移動機着信のためのページ承認のために格納され、更
新されている。動的加入者情報は、ページング，位置検出，請求書発行等のような目的の
ために用いられるデータを含む。現在、無条件呼転送（ＣＦＵ：Call Forwarding Uncond
itional）の状況のために、発信元システム（ＭＳＣ／ＶＬＲ）が着信側移動機の動的加
入者情報をサービス提供システム（ＭＳＣ／ＶＬＲ）から得る標準的な方法がＡＮＳＩ－
４１には存在しない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、通信システム内において、動的加入者情報検索方法およびシステム，更に特
定すればＡＮＳＩ－４１システム・プロトコルを利用する通信システムにおいて、サービ
ス提供システム（ＭＳＣ／ＶＬＲ）を伴わない状況に対して、動的加入者情報検索方法お
よび装置が求められている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
前述の要望に答えるために、本発明は、ＣＦＵの状況に対して、サービス提供システム（
ＭＳＣ／ＶＬＲ）から、転送移動機（forwarding mobile）の動的加入者情報を検索する
。ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）が、LocationRequest INVOKE（位置要求支
援）（ＬＯＣＲＥＱ）メッセージを受信した後にＣＦＵを呼び出さなければならないと判
断した場合、ＨＬＲは既存のＡＮＳＩ－４１－Ｄが規定したInformation Directive INVO
KE（情報指示支援）（ＩＮＦＯＤＩＲ）メッセージをサービス提供システム（ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ）に送り、転送移動機の動的加入者情報を検索する。ＩＮＦＯＤＩＲメッセージを受
信すると、サービス提供システム（ＭＳＣ／ＶＬＲ）は、転送移動機の動的加入者情報を
、InformationDirective RETURN RESULT（情報指示応答）（infodir）メッセージ内でＨ
ＬＲに伝達する。infodirメッセージを受信すると、ＨＬＲは転送移動機の動的加入者情
報を、LocationRequest RETURN RESULT（位置要求応答）（Locreq）メッセージ内で発信
元システム（ＭＳＣ／ＶＬＲ）に送る。このメッセージ・シーケンスの結果、発信元シス
テムＭＳＣ／ＶＬＲ）は転送移動機の動的加入者情報にアクセスすることができる。
【０００５】
本発明は、通信システム内において位置情報を得る方法もその範囲に含む。この方法は、
発信元移動機交換局（ＭＳＣ）からクエリを受信し、着呼したリモート・ユニットに対す
るサービス提供ＭＳＣを特定する段階，ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）によ
って、リモート・ユニットによって呼転送がイネーブルされたか否かについて判定を行な
う段階，サービス提供ビジタ・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）に位置情報について問
い合わせる段階から成る。位置情報をサービス提供ＶＬＲから受信する。この位置情報は
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を発信元ＭＳＣに転送する。
【０００６】
加えて、本発明は、通信システムにおいて料金請求情報を得る方法もその範囲に含む。こ
の方法は、発信元移動機交換局（ＭＳＣ）からクエリを受信し、着呼したリモート・ユニ
ットに対するサービス提供ＭＳＣを特定する段階，ホーム・ロケーション・レジスタ（Ｈ
ＬＲ）によって、リモート・ユニットによって呼転送がイネーブルされたか否かについて
判定を行なう段階，およびビジタ・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）に料金請求情報に
ついて問い合わせを行なう段階から成り、問い合わせを行なう段階は、リモート・ユニッ
トによって呼転送がイネーブルされているという判定に基づく。ＶＬＲから料金請求情報
を受信する。この料金請求情報は、料金請求のための料金エリアおよびネットワーク・コ
ードから成る。最後に、料金請求情報を発信元ＭＳＣに転送する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
これより図面を参照しながら、本発明について説明する。図面では、同様の参照番号は同
様の要求を示すこととする。図１は、本発明の好適実施例によるＡＮＳＩ－４１ネットワ
ーク・エレメントを含む通信システムのブロック図である。図示のように、ＡＮＳＩ－４
１ネットワークは、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）１０５，発呼側ＭＳＣ／ＶＬＲ１０１，
呼提供ＭＳＣ／ＶＬＲ１０２，ＡＮＳＩ－４１シグナリング・ネットワーク１０３，およ
びホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ: home location register）１０４から成る
。本発明の好適実施例では、以下に記載するパラメータおよびコール・フロー（call flo
w）を、ＴＴＣＡＮＳＩ－４１－Ｄ規格（規格文書番号：JJ-70.11）に対するシステム間
料金請求システムのために、既存のＡＮＳＩ－４１仕様に追加する。
【０００８】
日本では、多様で複雑な料金請求を円滑かつ経済的に調節する目的のために、相互接続料
金請求システムがキャリア（carrier）同士の相互接続に導入されている。相互接続料金
請求システムでは、発信および着呼料金エリア情報，料金率情報（charge rate informat
ion），発信および着呼補足ならびにキャリア情報転送というような情報を追加する必要
がある。これらの情報に基づく相互接続料金請求システムのパラメータおよびコール・フ
ローの一部は、既にＰＤＣ　ＭＡＰ （Mobile Application Part） （Standard Doc. No.
 JJ-70.10），および ＴＴＣ　ＡＮＳＩ－４１Ｄ用ＴＴＣにて、ＩＳＵＰ （ISDN User P
art） （規格文書番号第JT-Q761, 762, 763, 764）において標準化されている。本発明の
好適実施例では、相互接続料金請求システムのために、前述に基づいてＴＴＣ　ＡＮＳＩ
－４１Ｄ規格に、以下のパラメータおよびコール・フローを追加する。
【０００９】
相互接続料金請求システムのための新たなパラメータ
６．５．２．Ｕ　CADigits
CADigits （CADGTS）パラメータは、相互接続料金請求システムのためにＢＣＤフォーマ
ットで料金エリア桁を指定する。
【００１０】
【表１】
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【００１１】
図６．５．２．Ｕ　CADigits（CA桁）パラメータ
注：
ａ．　このパラメータ型の変数に対して、ｍ＝１＋［（桁数）／２，整数に切り上げ］
ｂ．桁数が奇数の場合、ｎ＋１番目の桁フィールドをフィラ(Filler)（値＝０）にセット
する。
【００１２】
ｃ．最初のCA桁は、最下位桁であり、ｎ番目のCA桁は最上位桁である。
【００１３】
【表２】
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【００１４】
６．５．２．Ｖ　CarrierCode
CarrierCode （CARRCODE）（キャリアコード）パラメータは、相互接続料金請求システム
のためにＢＣＤフォーマットでネットワーク・コードを指定する。
【００１５】
【表３】
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【００１６】
図６．５．２．V　CarrierCodeパラメータ
注：
ａ．　このパラメータ型の変数に対して、ｍ＝１＋［（桁数）／２，整数に切り上げ］
ｂ．桁数が奇数の場合、ｎ＋１番目の桁フィールドをフィラ（値＝０）にセットする。
【００１７】
ｃ．最初のCA桁は、最下位桁であり、ｎ番目のCA桁は最上位桁である。
【００１８】
【表４】

【００１９】
相互接続料金請求システムのためにメッセージに含まれる新たなパラメータ
６．４．２．２１　InformationDirective
InformationDirective（情報指示）動作は、ＨＬＲがサービス提供システムに指定の通知
をアイドルＭＳに供給するように指揮するために用いる。
【００２０】
InformationDirective動作の成功は、TCAP RETURN RESULT（応答）（LAST）によって報告
される。これは、TCAP RESPONSE（応答）パッケージによって搬送される。パラメータ集
合を次のようにエンコードする。
【００２１】
【表５】
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注
ａ．　InformationDirective INVOKE（情報指示支援部）内のAlertCode パラメータを介
して要求された場合に含む。
Ｊ１．JapanParameterExtension（拡張日本パラメータ）には以下のパラメータが含まれ
、日本において相互接続料金請求システムのために用いられる。
【００２３】
CADigits（CA桁）
CarrierCode（キャリアコード）
６．４．２．２７　LocationRequest
LocationRequest（位置要求）動作は、発信元ＭＳＣがＨＬＲから呼処理命令を得るため
に用いる。呼は、ダイアルされ発信元ＭＳＣが受信したＭＳアドレス桁によって識別され
る。
【００２４】
LocationRequest 動作の成功は、TCAP RETURN RESULT （LAST）（TCAP応答）によって報
告される。これは、TCAP RESPONSE（TCAP応答）パッケージによって搬送される。パラメ
ータ集合は、次のようにエンコードされる。
【００２５】
【表６】
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【００２６】
注：
ａ．　未知であれば、値は全て０である。
ｂ．　アクセスが否定された場合、またはディレクトリ番号にルーティングしている場合
、値はＭＳＣＩＤ（発信元）である。
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ｃ．　アクセスが否定され得る場合に含む。
ｄ．　１つ以上のトーンまたは告示をＭＳに適用する場合に含む。
ｅ．　構造がアクティブな場合、およびLocalTermination（局所終了）パラメータがTerm
inationList（終了リスト）パラメータ内に含まれる場合に含む。
ｆ．　適用可能な場合に含む。
ｇ．　ネットワークを通じて呼を導出する場合に含む。
ｈ．　TerminationList（終了リスト）パラメータを使用できないシステムとのみ用いる
。
ｉ．　記録目的に利用可能な場合に含む（DMHを参照）。
ｊ．　利用可能であり、呼再送出を適用可能な場合に含む。
ｋ．　マルチレッグ・コール（multileg call）に対して含む。
ｌ．　発信元ＭＳＣのデフォルトのNo Answer Time（無返答時間）値の無視を要求するた
めに含む。
ｍ．　進行中の呼に対して通常の機能処理に対する修正を要求する場合に含む。
ｎ．　更に研究するための使用。
ｏ．　呼のルーティングが要求された場合に含む。
J1.　以下のパラメータは、JapanParameterExtension（拡張日本）パラメータに、そして
日本においてのみ、相互接続料金請求システムのために含まれる。
【００２７】
CADigits（CA桁）
CarrierCode（キャリアコード）
MobileAdditionalPartyCategory3（付加的な移動機グループカテゴリ３）
システム間料金請求システムを用いた呼のフロー
図２は、本発明の好適実施例による図１の通信システムを動作させる段階（ａ～ｎ）を示
すコール・フロー図である。このコール・フローでは、段階ａないしｋを以下のように記
述される。
【００２８】
ａ．　発呼に用いるＩＡＭ（初期アドレス・メッセージ）を、発信元ＭＳＣが受信する。
【００２９】
ｂ．発信元ＭＳＣがＬＯＣＲＥＱを、ＭＳに関連するＨＬＲに送る。この関連性は、ダイ
アルされたＭＳアドレス桁（ＭＩＮでない場合もある）によって形成される。
【００３０】
ｃ．ＨＬＲは、ＭＳのサービス・プロファイルから、ＣＦＵがアクティブであると判断す
る。ＩＮＦＯＤＩＲをＶＬＲに送り、相互接続料金請求システムのためにCADigits（CA桁
）およびCarrierCode（キャリアコード）パラメータのような最新のＭＳの情報を得る。
【００３１】
ｄ．次に、ＶＬＲはＩＮＦＯＤＩＲを現サービス提供ＭＳＣに転送する。
【００３２】
ｅ．サービス提供ＭＳＣはinfodirをＶＬＲに送る。
【００３３】
ｆ．ＶＬＲはinfodirをＨＬＲに送る。infodirは、相互接続料金請求システムのためのCA
DigitsおよびCarrierCodeパラメータを含む。
【００３４】
ｇ．infodirがＨＬＲに受信された場合、locreqを発信元ＭＳＣに返送する。Loceqは、相
互接続料金請求システムのためのCADigits,　CarrierCode,　およびMobileAdditionalPar
tyCategory3パラメータを含む。
【００３５】
ｈ．発信元ＭＳＣは、ＡＣＭ（アドレス完了メッセージ）をＰＳＴＮ１に送る。
【００３６】
ｉ．発信元ＭＳＣは、オプションとして、ＣＨＧ（料金情報メッセージ）をＰＳＴＮ１に
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送る。
【００３７】
ｊ．発信元ＭＳＣはＩＡＭをＰＳＴＮ２に送る。
【００３８】
ｋ．ＰＳＴＮ２はＡＣＭを発信元ＭＳＣに返送する。
【００３９】
ｌ．ＰＳＴＮ２は、オプションとして、ＣＨＧを発信元ＭＳＣに送る。
【００４０】
ｍ．ＰＳＴＮ２は、ＡＮＭ（回答メッセージ）を発信元ＭＳＣに送る。
【００４１】
ｎ．発信元ＭＳＣはＡＮＭをＰＳＴＮ１に転送する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好適実施例によるＡＮＳＩ－４１ネットワーク要素を含む通信システム
のブロック図。
【図２】本発明の好適実施例による図１の通信システムを動作させる段階を示すコール・
フロー図。
【符号の説明】
１０１　　発呼側ＭＳＣ／ＶＬＲ
１０２　　呼提供ＭＳＣ／ＶＬＲ
１０３　　ＡＮＳＩ－４１シグナリング・ネットワーク
１０４　　ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）
１０５　　公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）

【図１】 【図２】
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